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参考資料 

参―1 宇美町みどりの基本計画 策定の経緯 

（１）策定委員会 
策定委員会は、策定に必要な事項を検討し、策定の各段階において指導及び助言をもらうための、町の

外部会議です。学識経験者と町民（１１人）で組織し、計２回開催しました。 

1）委員名簿 
 氏 名 備 考 

１ 柴田 久 福岡大学工学部社会デザイン工学科 教授 

２ 火山 太 福岡県建築都市部公園街路課長 

３ 藤木 泰 宇美町議会（総務建設常任委員会） 

４ 白水 英至 宇美町議会（厚生文教常任委員会） 

５ 丸山 康夫 宇美町議会（議会広報常任委員会） 

６ 藤木 和則 農業委員会 

７ 山野 利昭 うみ花と緑の会 

８ 園田 善之 県立四王寺県民の森管理事務所 

９ 粟 恵美 宇美町小・中学校 PTA 連合協議会 

10 川上 利香 特定非営利活動法人宇美子育てネット・う〜みん 

11 山田 正義 小学校区コミュニティ運営協議会会長会 

 

2）開催経緯 
開催日 内 容 

第１回 令和 7 年 11 月 4 日 宇美町みどりの基本計画の概要について 

みどりのまちづくりの課題について 

みどりの将来像・基本方針案について 

系統別みどりの配置方針案について 

第２回 令和 8 年 1 月 13 日 施策の展開について 

指標・目標値について 

宇美町みどりの基本計画（素案） 
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（２）検討会議 
検討会議は、策定に必要な事項を検討し、関連計画、関連事業又は関連制度との調整を行うとともに、

必要な情報を共有するための、町の内部会議です。副町長及び関連課長で組織し、計２回開催しました。 

 

開催経緯 
開催日 内 容 

第１回 令和 7 年 10 月 2 日 宇美町みどりの基本計画の概要について 

みどりの課題について 

みどりの将来像・基本方針案について 

系統別みどりの配置方針案について 

第２回 令和 8 年 1 月 6 日 施策の展開について 

指標・目標値について 

宇美町みどりの基本計画（素案） 

 

（３）町⺠意向の把握 
計画の策定にあたっては、町民や事業者の意見を反映させるため、策定委員会の開催以外に、町民アン

ケート調査やパブリックコメントを行いました。 

 

実施期間 内 容 

令和 7 年 4 月 町民アンケート調査 

対象：住民基本台帳から無作為に抽出した 1,000 名 

有効回答数：355 件 

令和 8 年 2 月 9 日～2 月 27 日 パブリックコメント 

意見提出人数：24 名 

意見提出件数：25 名 
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参―２ 用語説明 
 

あ  

アイデンティティ 

固有の個性や魅力、独自性のこと。都市や地

域のアイデンティティとは、その都市や地域なら

ではの歴史、文化、景観、産業などのこと。 

 

雨庭 

地上に降った雨水を下水道に直接放流するこ

となく一時的に貯留し、ゆっくり地中に浸透させる

構造を持った植栽空間のこと。雨水流出抑制や

水質浄化、緑化、ヒートアイランド現象の緩和な

どの効果が期待できる。 

 

い  

インクルーシブ 

年齢や障がいの有無などに関係なく、誰もが

共に利用できる環境をつくる考え方のこと。公園

等におけるインクルーシブとは、車いす利用者や

高齢者、子どもなど、多様な人が安心して利用

できるよう配慮する取組や施設を指す。 

 

え  

エコツーリズム 

自然環境や地域の文化・歴史に触れながら、

それらの保全に配慮し、学びと交流を通じた観光

のこと。 

 

延焼防止帯 

火災が発生した際に、火の広がり（延焼）を防

ぐために設けられる空間や構造のこと。緑地や公

園、広場などは、建物がなく可燃物が少ないた

め、延焼防止帯としての役割を果たす。 

 

 

 

 

 

お  

オープンスペース 

公園、広場、緑地、歩行者空間などの屋外空

間のこと。都市内では、建物の敷地内に確保さ

れた解放性の高いまとまった広さの空地や空間

で、広場や歩行者用通路として、自由に通行ま

たは利用できる場所。 

 

オープンデータ 

二次利用や無償利用が可能等のルールで一

般に公開されたデータのこと。 

 

く  

グリーンインフラ 

社会資本整備や土地利用等において、自然

環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で

魅力ある都市づくりを進める考え方・取組のこと。 

 

こ  

洪水浸水想定区域 

対象となる河川について、その河川が氾濫し

た場合に、水が浸かると予想される区域のこと。 

 

荒廃森林整備事業 

長期間放置された人工林が健全な森林機

能を発揮し続けるために、市町村などが主体と

なり、強度間伐などの森林整備を行う事業。森

林の荒廃進行を未然に防ぐ。   
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し  

史跡 

文化財保護法において、「貝塚、古墳、都城

跡、城跡、旧宅、その他の遺跡で、我が国にとっ

て歴史上または学術上価値の高いもの」のうち特

に重要と認められたもの。 

 

シンボル 

象徴のこと。抽象的な事柄を具体的に表した

もの。 

 

森林環境譲与税 

木材利用の促進や普及啓発のため、国が

「森林環境税」として徴収した税収を原資とし

て、市町村および都道府県に譲与される目的

税のこと。 

 

す  

水源かん養 

森林などの自然環境が雨水を地中に浸透さ

せ、地下水の蓄積や河川の水量を安定させる働

きのこと。水資源の確保に加え、洪水の緩和や

水質浄化、生態系の保全など、防災・環境面で

重要な役割を果たす。 

 

せ  

ゼロカーボンシティ 

2050 年に二酸化炭素の排出量を実質ゼロ

にすることを目指す旨を首長が公表した地方自

治体のこと。宇美町は、令和 4 年 6 月に「ゼロカ

ーボンシティうみ」を宣言している。 

 

た  

脱炭素社会 

二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量をで

きる限り削減し、排出量と吸収量を均衡させ、地

球温暖化を防止する社会のこと。 

 

ち  

地球温暖化 

温室効果気体の人為的な排出により、大気中

の温室効果気体の濃度が急激に増加し、温室

効果が強まることによって地球の平均気温が上

昇すること。 

 

て  

天然記念物 

学術上価値が高く、自然界の貴重な記念物と

して、文化財保護法によって保護されている動

物、植物、地質鉱物。 

 

と  

透水性舗装 

雨水を舗装面から地中へ浸透させる機能を持

つ舗装。舗装体自体が水を通す構造やコンクリ

ート平板のすき間（目地）等を通じて雨水をしみ

込ませる仕組みがある。 

 

特定用途制限地域 

非線引き都市計画区域の用途地域が指定さ

れていない区域において、その良好な環境の形

成または保持のため、当該地域の特性に応じて

合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき

特定の建築物等の用途を定める地域。 

 

都市公園 

都市計画に基づいて地方公共団体や国が設

置する公園や緑地のこと。地域住民の休息やレ

クリエーション、防災、景観形成などに役立つな

ど、都市の環境を良くし、公共の福祉を高めるこ

とを目的とする。 

   



 

宇美町みどりの基本計画 

-74- 

 

第
１
章 

  

第
２
章 

  

第
３
章 

  

第
４
章 

  

第
５
章 

  

第
６
章 

  

第
７
章 

  

参
考
資
料 

 

 

土砂災害警戒区域 

急傾斜地の崩壊などが発生した場合に住民

の生命などに危害が生ずるおそれがある区域

で、当区域での土砂災害を防止するために警戒

避難体制を特に整備すべき区域として、都道府

県知事が指定する区域。 

 

都市緑地法 

都市における緑地の保全と緑化の推進するこ

とにより、良好な都市環境の形成や住民の健康・

文化的生活の確保に寄与することを目的とした

法律。都市における緑地の保全及び緑化の推進

に関する基本計画の策定、緑地保全地区や緑

地協定等について規程している。 

 

は  

Park-PFI（パークピーエフアイ） 

公園内に飲食店・売店・スポーツ施設などの

収益施設を設置・運営する民間事業者を公募に

より選定し、その収益を活用して園路や広場など

の公園施設（特定公園施設）を一体的に整備・

管理する制度のこと。 

 

ハザードマップ 

自然災害による被害の軽減や防災対策に使

用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難

経路等の防災関係施設の位置等を表示した地

図のこと。 

 

ひ  

ヒートアイランド現象 

緑地の減少や、アスファルト等に覆われた地

面の増加により、都市の気温が周囲よりも高くな

る現象のこと。 

 

 

 

 

み  

水とみどりのネットワーク 

都市化により減少・分断された水辺空間（河

川など）や緑地（森林・公園・街路樹など）を相互

に連携させたネットワークのこと。水とみどりのネッ

トワークの形成により、自然環境の回復、野生生

物の移動経路の確保（生態系の保全）や、都市

の防災機能の強化等を図り、質の高い都市環境

の実現を目指すもの。 

 

ゆ  

ユニバーサルデザイン 

年齢や障がいの有無などにかかわらず、できる

だけ多くの人が利用可能であるようにデザインす

ること。 

 

よ  

用途地域 

都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混

在を防ぐことを目的として、住居・商業・工業など

市街地の大枠としての土地利用を定めるもの。 

 

れ  

レッドリスト 

日本に生息又は生育する野生生物を対象

に、生物学的観点から種の絶滅の危険度を客

観的に評価し、絶滅のおそれのある種を選定し

てリストにまとめたもの。 

 

わ  

ワンヘルス（One Health） 

人の健康、動物の健康、そして環境の健全性

は密接につながっているという考え方。人・動物・

自然環境のすべてがバランスよく保たれること

で、感染症や環境問題などのリスクを減らし、持

続可能な社会を実現しようとする理念である。 

 


